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　「こども家庭庁から発表された令和

7年度補正予算案について、園が知って

おいた方が良いポイントについ教えて

ください」
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Vol.56
～ チャイルドの経営コンサルタント監修による ～

事業部紹介

チャイルド社グループの幼保経営サービスだからこそできる経営コンサルで園を強力にサポートしています。

①経営 ・ 運営コンサル　　②マーケティング ・ブランディングコンサル　　③新園 ・ 新施設設立コンサル ④認定こども

園移行コンサルなどに関して、 分析 ・ 助言 ・ 提案 ・ サポートを行っています。

株式会社 幼保経営サービス　コンサルティング部

AQ
　令和7年12月、こども家庭庁より「令和7年度補正予算案」の概要が

公表されました。物価高対策以外にも、園として知っておいた方が

良いポイントについていくつか概要をご紹介します。

・ 保育所等における保育士の業務負担を軽減し、保育士の離職防止を

図ることや潜在保育士の再就職支援を目的として、保育補助者の

雇上げに必要な費用が補助されます。（1,953千円～）

・ 耐震化に必要な改修・大規模修繕等のほか、非常用自家発電設備の

整備、水害対策に必要な改修等、倒壊の危険性のあるブロック塀等の

改修等の費用が補助されます。（補助率：設置主体 1/4 負担）

・ パーテーション・簡易扉・簡易更衣室等の設置、カメラによる

支援内容（保育の実践記録等）の記録などを通じ、設備における

性被害防止対策を支援し、こどもが安心して過ごすことができる

環境の整備へ補助が出ます。（1施設当り 100千円以内）

・ 物価上昇といった厳しい環境の中でも、質の確保された食事の安定的

な提供をはじめ、安定的な教育・保育を継続して提供できるよう

  「運営継続支援臨時加算（仮称）」が創設されます。（令和７年度限り・

　保育園・幼稚園・認定こども園100 千円 /施設・年額）　　　など。

　令和7年度補正予算については、「こども1人当たり2万円支給」を

よく耳にしますが、若者や、子育て世代、支援ニーズを抱えるこども

等の多様なニーズに対応する予算となっています。園運営の今後の

方向性を考える参考になりますので、気になる事業については確認

しておくことをお勧めします。


